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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに平行に伸びる一対の案内レールと、
　前記一対の案内レールの案内通路に沿って移動できるように、前記一対の案内レールに
組み付けられる複数のブラケットと、
　前記一対の案内レール間に掛け渡され、前記複数のブラケットに支持される複数枚のス
ラットと、を備え、
　前記複数枚のスラットは、前記一対の案内レールの長手方向の一端側に移動したとき、
前記複数枚のスラットの表面が略同一の平面内に配列されると共に、シャッタ装置の正面
側から見たとき、前記複数枚のスラットの長手方向の両端部で前記一対の案内レールを隠
し、
　前記複数枚のスラットは、互いに連結されておらず、
　そして、前記ブラケットを前記案内レールに装着したまま、前記ブラケットから前記ス
ラットを一枚毎着脱できることを特徴とするシャッタ装置。
【請求項２】
　前記シャッタ装置の正面側から見たとき、前記スラットの長手方向の両端部で前記一対
の案内レールを隠すことができるように、前記スラットが取り付けられる前記ブラケット
の取付け面が、前記一対の案内レールよりも前記シャッタ装置の正面側にはみ出すことを
特徴とする請求項１に記載のシャッタ装置。
【請求項３】
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　前記案内レールの長手方向において隣接する二つのブラケットを連結部材で連結するこ
とで、前記複数のブラケットの全体が連結されることを特徴とする請求項１又は２に記載
のシャッタ装置。
【請求項４】
　前記複数枚のスラットが前記案内レールの他端側に移動したとき、前記複数枚のスラッ
トが平行に並んだ状態で収納されることを特徴とする請求項１又は２に記載のシャッタ装
置。
【請求項５】
　前記ブラケットは、前記スラットが取り付けられる取付け面を有するブラケット本体と
、前記ブラケット本体に取り付けられ、前記案内レールの前記案内通路に嵌められるロー
ラと、を有することを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載のシャッタ装置。
【請求項６】
　前記ブラケットには雌ねじが加工され、
　前記スラットの、前記ブラケットの前記雌ねじに対応する位置には貫通孔が加工され、
　前記スラットの前記貫通孔に頭部を有する止めねじを通し、前記止めねじを前記ブラケ
ットの前記雌ねじに嵌め込むことで、前記スラットが前記ブラケットに取り付けられるこ
とを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載のシャッタ装置。
【請求項７】
　互いに平行に伸びる一対の案内レールと、
　前記一対の案内レールの案内通路に沿って移動できるように、前記一対の案内レールに
組み付けられる複数のブラケットと、を備え、
　前記複数のブラケットは、前記一対の案内レール間に掛け渡されると共に、互いに連結
されていない複数枚のスラットを支持でき、
　前記複数のブラケットは、前記一対の案内レールの長手方向の一端側に移動したとき、
前記複数枚のスラットの表面を略同一の平面内に配列させることができると共に、シャッ
タ装置の正面側から見たとき、前記複数枚のスラットの長手方向の両端部で前記一対の案
内レールを隠すことができ、
　そして、前記ブラケットを前記案内レールに装着したまま、前記ブラケットから前記ス
ラットを一枚毎着脱できることを特徴とするシャッタ装置用金物。
【請求項８】
　前記案内レールの長手方向において隣接する二つのブラケットを連結部材で連結するこ
とで、前記複数のブラケットの全体が連結されることを特徴とする請求項７に記載のシャ
ッタ装置用金物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数枚のスラットを移動させて建築物等の開口部を開閉するシャッタ装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　シャッタ装置は、複数枚のスラットを移動させて建築物等の開口部を開閉するものであ
り、空間を仕切るのに用いられる。一般的には、シャッタ装置は建築物の入口の戸の外側
に設けられて、建築物の内部の空間と屋外の空間とを仕切る。建築物の入口の戸の外側に
設けられるシャッタ装置は、防盗・防火・日除けなどの目的で設置される。
【０００３】
　従来のシャッタ装置は、開口部の左右両側に設けられる一対の案内レールと、案内レー
ルにその両端部が挿入される複数枚のスラットと、から構成される（例えば特許文献１参
照）。スラットは薄板状で水平方向に細長く伸び、スラットの左右両端は案内レールの案
内溝に挿入される。スラットの上下端には、上下に隣接するスラット同士を連結するため
のカール状係合部が形成される。すなわち、複数枚のスラットは上下方向に互いに連結さ
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れる。このようにシャッタ装置を構成することで、スラットを案内レールから取り外した
り、複数枚のスラットをばらばらに分解したりすることが困難になる。よって、防盗・防
火性能が優れたシャッタ装置が得られる。
【特許文献１】特開平９－３１７３５５号公報（１頁参照）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、シャッタ装置を、防盗・防火を目的として建築物の入口の戸の外側に配置する
のではなく、建築物の内壁の一部として、建築物の部屋と部屋を仕切る間仕切りとして、
さらには家具の一部として使用したいという要請がある。例えば、凹ませた壁面にテレビ
を入れ、テレビを見ないときには、シャッタ装置を閉じてテレビを隠すことができれば、
すっきりした感じ（余計なものがなく気持よく整っている感じ）を与えることができる。
この場合、シャッタ装置は、凹ませた壁面に取り付けられる。テレビを見るときには、シ
ャッタ装置が開けられるし、テレビを見ないときには、シャッタ装置が閉じられる。シャ
ッタ装置を閉じたとき、テレビを隠すだけでなく、シャッタ装置を壁面と一体化させれば
、よりすっきりした感じを与えることができる。
【０００５】
　このような室内の壁面として使用されるシャッタ装置は、防犯・防火を目的として設置
されるというよりもむしろ、インテリアとしての装飾性を向上することを目的として設置
される。この目的から、シャッタ装置にも、模様替えの際に複数枚のスラットが簡単に取
り替えられることや、一枚のスラットが汚れた場合、汚れたスラットだけを取り替えられ
ることが要求される。しかし、従来のシャッタ装置にあっては、防犯・防火の目的から、
スラットの両端部が案内レールの案内溝に挿入され、かつ上下方向に連結されているので
、スラットを簡単に取り替えることができない。
【０００６】
　そこで本発明は、建築物の内壁の一部として、建築物内部の部屋と部屋を仕切る間仕切
りとして、さらには家具の一部として使用するのに適した、装飾性を向上させることがで
きるシャッタ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、互いに平行に伸びる一対の案内
レールと、前記一対の案内レールの案内通路に沿って移動できるように前記一対の案内レ
ールに組み付けられる複数のブラケットと、前記一対の案内レール間に掛け渡され、前記
複数のブラケットに支持される複数枚のスラットと、を備え、前記複数枚のスラットは、
前記一対の案内レールの長手方向の一端側に移動したとき、前記複数枚のスラットの表面
が略同一の平面内に配列されると共に、シャッタ装置の正面側から見たとき、前記複数枚
のスラットの長手方向の両端部で前記一対の案内レールを隠し、前記複数枚のスラットは
、互いに連結されておらず、そして、前記ブラケットを前記案内レールに装着したまま、
前記ブラケットから前記スラットを一枚毎着脱できることを特徴とするシャッタ装置であ
る。
【０００８】
　ここで、「複数枚のスラットの表面が略同一の平面内に配列される」とは、複数枚のス
ラットの表面が同一の平面内に配列される場合の他、複数枚のスラットに厚みの差があっ
たり、複数のブラケットの取付け面に段差があったりして、複数枚のスラットが重ならな
い程度に、複数枚のスラットの表面に段差が生ずる場合も含む。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のシャッタ装置において、前記シャッタ装置
の正面側から見たとき、前記スラットの長手方向の両端部で前記一対の案内レールを隠す
ことができるように、前記スラットが取り付けられる前記ブラケットの取付け面が、前記
一対の案内レールよりも前記シャッタ装置の正面側にはみ出すことを特徴とする。
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【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載のシャッタ装置において、前記案内レ
ールの長手方向において隣接する二つのブラケットを連結部材で連結することで、前記複
数のブラケットの全体が連結されることを特徴とする。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、請求項１又は２に記載のシャッタ装置において、前記複数枚
のスラットが前記案内レールの他端側に移動したとき、前記複数枚のスラットが平行に並
んだ状態で収納されることを特徴とする。
【００１２】
　請求項５に記載の発明は、請求項１ないし４のいずれかに記載のシャッタ装置において
、前記ブラケットは、前記スラットが取り付けられる取付け面を有するブラケット本体と
、前記ブラケット本体に取り付けられ、前記案内レールの前記案内通路に嵌められるロー
ラと、を有することを特徴とする。
【００１３】
　請求項６に記載の発明は、請求項１ないし５のいずれかに記載のシャッタ装置において
、前記ブラケットには雌ねじが加工され、前記スラットの、前記ブラケットの前記雌ねじ
に対応する位置には貫通孔が加工され、前記スラットの前記貫通孔に頭部を有する止めね
じを通し、前記止めねじを前記ブラケットの前記雌ねじに嵌め込むことで、前記スラット
が前記ブラケットに取り付けられることを特徴とする。
【００１４】
　請求項７に記載の発明は、互いに平行に伸びる一対の案内レールと、前記一対の案内レ
ールの案内通路に沿って移動できるように、前記一対の案内レールに組み付けられる複数
のブラケットと、を備え、前記複数のブラケットは、前記一対の案内レール間に掛け渡さ
れると共に、互いに連結されていない複数枚のスラットを支持でき、前記複数のブラケッ
トは、前記一対の案内レールの長手方向の一端側に移動したとき、前記複数枚のスラット
の表面を略同一の平面内に配列させることができると共に、シャッタ装置の正面側から見
たとき、前記複数枚のスラットの長手方向の両端部で前記一対の案内レールを隠すことが
でき、そして、前記ブラケットを前記案内レールに装着したまま、前記ブラケットから前
記スラットを一枚毎着脱できることを特徴とするシャッタ装置用金物である。
【００１５】
　ここで、「複数枚のスラットの表面を略同一の平面内に配列させる」とは、複数枚のス
ラットの表面を同一の平面内に配列させる場合の他、複数枚のスラットに厚みの差があっ
たり、複数のブラケットの取付け面に段差があったりして、複数枚のスラットが重ならな
い程度に、複数枚のスラットの表面に段差が生ずる場合も含む。
【００１６】
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載のシャッタ装置用金物において、前記案内レ
ールの長手方向において隣接する二つのブラケットを連結部材で連結することで、前記複
数のブラケットの全体が連結されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１に記載の発明によれば、スラットを交換して模様替えしたり、スラットの一枚
一枚を交換したりし易くなる。よって、インテリアとして装飾性の高いシャッタ装置が得
られる。
【００１８】
　請求項２に記載の発明によれば、案内レールをスラットの長手方向の両端部で隠すこと
ができるので、装飾性の高いシャッタ装置が得られる。また例えば、凹んだ壁面にシャッ
タ装置を取り付けたとき、スラットの表面と壁面とを同一平面内に（面一に）配置するこ
ともできるので、より装飾性を高めることができる。
【００１９】
　請求項３に記載の発明によれば、全てのスラットを連動させて移動させることができる
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。
【００２０】
　請求項４に記載の発明によれば、複数枚のスラットの収納スペースを低減することがで
きる。
【００２１】
　請求項５に記載の発明によれば、スラットを案内レールに沿って移動させるときにスラ
ットが滑らかに移動する。
【００２２】
　請求項６に記載の発明によれば、ブラケットにスラットを容易に着脱することができる
。
【００２３】
　請求項７に記載の発明によれば、スラットを交換して模様替えしたり、スラットの一枚
一枚を交換したりし易くなる。よって、インテリアとして装飾性の高いシャッタ装置が得
られる。
【００２４】
　請求項８に記載の発明によれば、全てのスラットを連動させて移動させることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第一の実施形態におけるシャッタ装置の正面側の斜視図
【図２】上記シャッタ装置の背面側の斜視図
【図３】上記シャッタ装置の水平断面図
【図４】上記シャッタ装置の垂直断面図
【図５】ブラケット本体の詳細図（図中（Ａ）はブラケット本体の正面図を示し、（Ｂ）
はブラケット本体の側面図を示す）
【図６】止めねじの詳細図（図中（Ａ）止めねじの平面図を示し、（Ｂ）は側面図を示し
、（Ｃ）は底面図を示す）
【図７】ブラケットの分解斜視図
【図８】本発明の第二の実施形態におけるシャッタ装置の正面側の斜視図
【図９】上記シャッタ装置の正面側からみた分解斜視図
【図１０】上記シャッタ装置の背面側からみた分解斜視図
【図１１】上記シャッタ装置の水平断面図
【図１２】上記シャッタ装置の垂直断面図
【図１３】ブラケットの分解斜視図
【図１４】本発明の第三の実施形態におけるシャッタ装置の正面側の斜視図
【図１５】上記シャッタ装置の正面側の斜視図（開状態）
【図１６】上記シャッタ装置の正面図（閉状態）
【図１７】上記シャッタ装置の正面図（開状態）
【図１８】上記シャッタ装置の水平断面図
【図１９】案内レールの側面図
【図２０】案内レール及びブラケットの分解斜視図
【図２１】繋ぎ区間の案内レールの断面形状の変化を示す図（図中（Ａ）は図２０のＡ－
Ａ線断面図を示し、（Ｂ）は図２０のＢ－Ｂ線断面図を示し、（Ｃ）は図２０のＣ－Ｃ線
断面図を示す）
【図２２】ねじれた繋ぎ区間を移動する案内レール係合部を示す斜視図
【図２３】ねじれた繋ぎ区間を移動する案内レール係合部を示す斜視図
【図２４】収納部区間の垂直断面図
【図２５】収納部区間に収納された複数枚のスラットを示す斜視図
【図２６】本発明の第四の実施形態におけるシャッタ装置の正面側の斜視図
【図２７】上記シャッタ装置の正面側の斜視図（開状態）
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【図２８】上記シャッタ装置の正面図（閉状態）
【図２９】上記シャッタ装置の正面図（開状態）
【図３０】案内レールの側面図
【図３１】案内レールの断面図
【図３２】ブラケットの分解斜視図
【図３３】スライド体の詳細図（図中（Ａ）は正面図を示し、（Ｂ）は平面図を示し、（
Ｃ）は背面図を示す）
【図３４】繋ぎ区間を移動するブラケットの形状の変化を示す断面図
【図３５】案内レールに沿うブラケットの移動を示す斜視図
【図３６】案内レールに沿うブラケットの移動を示す斜視図
【図３７】案内レールの収納部区間の垂直断面図
【符号の説明】
【００２６】
１…案内レール
１ａ…開口部区間（案内レールの一端側）
１ｃ…収納部区間（案内レールの他端側）
２…スラット
３…ブラケット
８…ローラ案内通路（案内通路）
９…ローラ
１１…正面側の片（取付け面）
１５…貫通孔
１７…連結部材
２１…案内レール
２１ａ…開口部区間（案内レールの一端側）
２１ｃ…収納部区間（案内レールの他端側）
２２…ブラケット
２３…スラット
２９…ローラ案内通路（案内通路）
３０…ローラ
３１…取付け面
３７…連結部材
４１…案内レール
４１ａ…開口部区間（案内レールの一端側）
４１ｃ…収納部区間（案内レールの他端側）
４２…スラット
４３…ブラケット
４８…主ローラ案内通路（案内通路）
４９…副ローラ案内通路（案内通路）
５６…主ローラ（ローラ）
５７…副ローラ（ローラ）
５５…案内レール係合部
６５…取付け面
７１…案内レール
７１ａ…開口部区間（案内レールの一端側）
７１ｃ…収納部区間（案内レールの他端側）
７２…スラット
７３…ブラケット
７７…主ローラ案内通路（案内通路）
７８…副ローラ案内通路（案内通路）
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７９…主ローラ（ローラ）
８０…副ローラ（ローラ）
８２…案内レール係合部
９０…貫通孔
９２…取付け面
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下添付図面に基づいて、本発明の第一の実施形態におけるシャッタ装置を説明する。
図１及び図２は、シャッタ装置の斜視図を示す。図１は、シャッタ装置の正面側の斜視図
を示し、図２は、シャッタ装置の背面側の斜視図を示す。シャッタ装置は、平行に伸びる
左右一対の案内レール１と、案内レール１に沿って移動する複数枚のスラット２と、を備
える。案内レールは、建築物の開口部の左右両側の縁に沿って垂直方向に直線状に伸びる
開口部区間１ａと、開口部区間１ａの上端部において、開口部の背面側に折れ曲がる繋ぎ
区間１ｂと、繋ぎ区間１ｂから水平方向に直線状に伸びる収納部区間１ｃと、で構成され
る。案内レール１の収納部区間１ｃ及び繋ぎ区間１ｂは、天井裏に隠されている（図４参
照）。
【００２８】
　図１及び図２に示されるように、左右一対の案内レール１間には、複数枚のスラット２
が掛け渡される。スラット２は薄板状で左右方向に細長く伸びる。複数枚のスラット２は
互いに連結されておらず、それぞれが分離している。また、複数枚のスラット２それぞれ
は、左右で一対のブラケット３に取り付けられる。複数枚のスラットが開口部区間１ａに
移動したとき、複数枚のスラットはその表面が一平面に配置されるように配列される。ス
ラット２の表面には、インテリアに適するように化粧が施される。複数枚のスラット２そ
れぞれに同じ模様や色彩を施してもよいし、複数枚のスラット２を組み合わせたときに一
つの模様が出来上がるようにしてもよい。
【００２９】
　スラット２は、案内レール１やブラケット３等から構成される機能部品（金物）とは別
の流通経路で供給されるのが望ましい。スラット２には、機能面よりもデザイン性が要求
されるからである。
【００３０】
　図３及び図４は、シャッタ装置を壁面の開口部に取り付けた例を示す。図３は、シャッ
タ装置の水平面内での断面図を示し、図４は、シャッタ装置の垂直面内での断面図を示す
。図３に示されるように、シャッタ装置は凹ませた壁面４に取り付けられる。壁面４の開
口部４ａの左右両側には、シャッタ装置の厚みに応じた段差４ｂが形成される。段差４ｂ
の高さはシャッタ装置の高さに等しく、スラット２の表面と壁面４とは同一平面に（面一
に）配置される。
【００３１】
　案内レール１は、段差４ｂにビス５等の結合手段を用いて結合される。案内レール１の
断面形状は、四角形状である。四角形の正面側の一辺には、案内レール１に沿って細長く
伸びるスリット６が形成される。このスリット６から断面Ｌ字状のブラケット本体７が突
出する。案内レール１には、ブラケット本体７をはさんで二つのローラ案内通路８が形成
される。二つのローラ案内通路８には、ブラケット本体７の両面に取り付けられる左右の
ローラ９が嵌められる。二つのローラ案内通路８の断面形状はローラ９の断面形状と略等
しい。ブラケット本体７が案内レール１に沿って移動するとき、ローラ９の外周面がロー
ラ案内通路８の対向する内壁面のいずれかに接触する。ローラ９の外周面は案内レール１
によって囲まれているので、ブラケット本体７を案内レール１から開口部の正面側に抜き
出すことはできない。
【００３２】
　図５はブラケット本体７の詳細図を示す。図５（Ａ）はブラケット本体７の正面図を示
し、図５（Ｂ）はブラケット本体７の側面図を示す。ブラケット本体７の正面側の片１１
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が、スラット２が取り付けられる取付け面となる。この正面側の片１１には、雌ねじ１１
ａが加工される。ブラケット本体７の側面側の片１２には、ローラ９を取り付けるための
三つのローラ取付け雌ねじ１２ａ，１２ｂ，１２ｃが加工される。上端と下端のローラ取
付け雌ねじ１２ａ，１２ｃには正面側からローラ９が取り付けられ、中央のローラ取付け
雌ねじ１２ｂには、背面側からローラ９が取り付けられる。ブラケット本体７の左右両側
に合計三つのローラ９を結合することで、ブラケット本体７の走行を安定させることがで
きる（図７参照）。スラット２を上昇又は下降させたとき、ブラケット３の三つのローラ
９の移動は案内レール１のローラ案内通路８に案内される（図４参照）。
【００３３】
　図６は止めねじ１４を示す。止めねじ１４は、雄ねじ１４ｂと、頭部として円盤状のフ
ランジ部１４ａと、を有する。図１に示されるように、スラット２には、止めねじ１４の
雄ねじ１４ｂが貫通する貫通孔１５が孔加工される。スラット２の貫通孔１５に止めねじ
１４を通し、止めねじ１４をブラケット３の雌ねじ１１ａに嵌め込むことで、スラット２
をブラケット３の取付け面に取り付けることができる。また、ブラケット３からスラット
２を取り外すときは、止めねじ１４をブラケット３から取り外せばよい。ブラケット３へ
のスラット２の着脱は、ブラケット３を案内レール１に装着したまま行うことができる。
【００３４】
　図３に示されるように、スラット２が取り付けられるブラケット本体７の取付け面１１
は、案内レール１よりもシャッタ装置の正面側にはみ出している。そして、シャッタ装置
の正面側から見て、スラット２の両端部が案内レール１を隠している。
【００３５】
　図７は、ブラケット３の分解斜視図を示す。上述したように、複数枚のスラット２は互
いに分離されている。スラット２を連動させて移動させるために、複数のブラケット３の
うち、上下方向に隣接する一対のブラケット３は、連結部材１７で連結されている。ロー
ラ９は、ブッシュ１８を介してブラケット本体７にねじ締めされる。連結部材１７の上下
方向の両端部には、ブッシュ１８が貫通する貫通孔１７ａが開けられる。連結部材１７は
ブラケット本体７に対して、ブッシュ１８を中心にしてスラット２の表面と直交する平面
内を回転する。これにより、連結させた一連のブラケット３を案内レール１に沿って移動
させることができる。
【００３６】
　スラット２は、手動により作動されても、電動により作動されてもよい。複数枚のスラ
ット２の最下部の一枚を手で持って下降させれば、複数枚のスラット２が連動して下降す
るので、開口部を閉じることができる。一方、最下部の一枚のスラットを上昇させれば、
複数枚のスラットが連動して上昇するので、開口部を開けることができる。開口部を開け
たとき、複数枚のスラットは収納部区間１ｃまで移動しているので、天井裏内に隠れる。
なお、収納部区間１ｃまで上昇した複数枚のスラット２は、開口部区間１ａに下降してい
るときと同様に、一平面内に配列される。
【００３７】
　スラット２を電動により作動させる方法としては、例えば最下部のスラット２にチェー
ン又はワイヤの一端を連結させて、電動モータによりチェーン又はワイヤを引き上げたり
、引き下げたりする方法が考えられる。この他にも、案内レール１に沿ってラックを設け
、ラックに噛合するピニオンをブラケットに取り付け、電動モータによりピニオンを回転
させ、ラックアンドピニオン機構によりブラケットを上昇又は下降させる方法もある。
【００３８】
　図８ないし図１０は、本発明の第二の実施形態におけるシャッタ装置を示す。図８は、
正面側からみたシャッタ装置の斜視図を示し、図９は、正面側からみたシャッタ装置の分
解斜視図を示し、図１０は、背面側からみたシャッタ装置の分解斜視図を示す。この実施
形態のシャッタ装置は、第一の実施形態のシャッタ装置と同様に、平行に伸びる左右一対
の案内レール２１と、案内レール２１に沿って移動する複数のブラケット２２と、複数の
ブラケットに支持される複数枚のスラット２３と、を備える。
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【００３９】
　ブラケット２２は、上記第一の実施形態のブラケット３のように分離されておらず、左
右一対の案内レール２１間に掛け渡されている。複数のブラケット２２それぞれには、薄
板状で左右方向に細長く伸びる複数枚のスラット２３それぞれが取り付けられる。複数枚
のスラット２３は互いに連結されておらず、それぞれが分離している。スラット２３、及
びスラット２３をブラケット２２に取り付ける止めねじ２４の構成は、上記第一の実施形
態のシャッタ装置と同一である。
【００４０】
　案内レール２１は、建築物の開口部の左右両側の縁に沿って垂直方向に直線状に伸びる
開口部区間２１ａと、開口部区間２１ａの上端部において、開口部の背面側に折れ曲がる
繋ぎ区間２１ｂと、繋ぎ区間２１ｂから水平方向に直線状に伸びる収納部区間２１ｃと、
で構成される。案内レール２１の収納部区間２１ｃ及び繋ぎ区間２１ｂは、天井裏に隠さ
れている（図１２参照）。
【００４１】
　図１１及び図１２は、シャッタ装置を壁面の開口部に取り付けた例を示す。図１１は、
開口部の水平面内での断面図を示し、図１２は、シャッタ装置の垂直面内での断面図を示
す。この実施形態では、図１１に示されるように、凹ませた壁面２６の対向する一対の側
壁面２６ａ間に、案内レール２１が取り付けられる。一対の側壁面２６ａ間の幅は、シャ
ッタ装置の幅に等しい。スラット２３が取り付けられるブラケット２２の取付け面３１は
、案内レール２１よりも開口部の正面側にはみ出している。スラット２３の表面が壁面２
６と一平面内に（面一になるように）スラット２３がブラケット２２の取付け面３１に取
り付けられる。
【００４２】
　図１１に示されるように、案内レール２１の断面形状は、四角形の一辺が取り除かれた
断面コ字（Ｃ字）形状であり、底部２７と底部２７に直交する一対の側部２８とで構成さ
れる。一対の案内レール２１はその開口が向かい合っている。四角形状の案内レール２１
の内部空間が、ローラ案内通路２９を構成する。ローラ案内通路２９の断面形状は、ロー
ラ３０の断面形状と略等しい。ブラケット２２が案内レール２１に沿って移動するとき、
ローラ３０の外周面が案内レール２１の対向する一対の側部２８のいずれかに接触する。
ローラ３０の外周面は案内レール２１で取り囲まれているので、案内レール２１からロー
ラ３０を正面側に抜き出すことはできない。
【００４３】
　図１３はブラケット２２の分解斜視図を示す。ブラケット２２は、左右一対の案内レー
ル間に渡るブラケット本体３２と、ブラケット本体３２の左右の端部に回転可能に取り付
けられるローラ３０と、を有する。ブラケット本体３２は、板状の台座３４から一対の脚
部３３を突出させてなる。ブラケット本体３２は、案内レール２１間に左右方向に細長く
伸びている。脚部３３の長手方向の両端には、ブッシュ３５を介してローラ３０の軸部が
ねじ締めされる。この実施形態では一つのブラケット本体３２に対して合計四つのローラ
３０が取り付けられる。
【００４４】
　上述したように、複数枚のスラット２３は互いに分離されている。スラット２３を連動
させて移動させるために、複数のブラケット２２のうち、上下方向に隣接する一対のブラ
ケット２２が、連結部材３７で連結されている。連結部材３７は薄板状で細長く伸びてい
る。連結部材３７の両端には、ブッシュ３５が挿入される一対の貫通孔３７ａが開けられ
る。連結部材３７はブラケット２２に対して、ブッシュ３５を中心にしてスラット２３の
表面と直交する平面内を回転できる。これにより、連結させた一連のブラケット２２を案
内レール２１に沿って移動させることができる（図１２参照）。
【００４５】
　図１４ないし図１７は、本発明の第三の実施形態におけるシャッタ装置を示す。図１４
及び図１５は、シャッタ装置の斜視図を示し、図１６及び図１７は、シャッタ装置の正面
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図を示す。図１４及び図１６は、複数枚のスラット４２が案内レール４１の下端側の開口
部区間４１ａに移動して開口部が閉じられた状態を示し、図１５及び図１７は、複数枚の
スラット４２が案内レール４１の上端側の収納部区間４１ｃに移動して開口部が開けられ
た状態を示す。一対の案内レール４１に複数枚のスラット４２が掛け渡され、複数枚のス
ラット４２が案内レール４１に沿って移動して開口部が開閉される点は、上記第一及び第
二の実施形態におけるシャッタ装置と同様である。しかし、この実施形態のシャッタ装置
では、上記第一及び第二の実施形態におけるシャッタ装置と異なり、図１５に示されるよ
うに、スラット４２が収納部区間４１ｃに移動したとき、複数枚のスラット４２が互いに
平行に並んだ状態で収納される。
【００４６】
　図１４及び図１５に示されるように、この実施形態のシャッタ装置は、互いに平行に伸
び、ブラケット４３が移動するのを案内する左右一対の案内レール４１と、一対の案内レ
ール４１に組みつけられ、一対の案内レール４１に沿って移動できる複数のブラケット４
３と、一対の案内レール４１間に掛け渡され、複数のブラケット４３に支持される複数枚
のスラット４２と、を備える。左右一対の案内レール４１には左右一対のブラケット４３
が装着され、左右一対のブラケット４３に一枚のスラット４２が支持される。複数枚のス
ラット４２は互いに連結されていない。
【００４７】
　図１６に示されるように、複数枚のスラット４２が案内レール４１の下端側の開口部区
間４１ａに移動したとき、案内レール４１はスラット４２の両端部の後方に隠れる。この
開口部区間４１ａにおいて、一対の案内レール４１の内法（内側の距離）は、スラット４
２の長手方向の長さよりも短い。その一方、図１７に示されるように、複数枚のスラット
４２が収納部区間４１ｃに移動したとき、複数枚のスラット４２は一対の案内レール４１
間に挟まれる。この収納部区間４１ｃにおいて、一対の案内レール４１の内法は、スラッ
ト４２の長手方向の長さよりも長い。スラット４２の長手方向の長さは一定であるから、
収納部区間４１ｃにおける一対の案内レール４１の内法は、開口部区間４１ａにおける一
対の案内レール４１の内法よりも大きい。
【００４８】
　図１８は、凹んだ壁面４６に取り付けたシャッタ装置の水平方向断面図を示す。壁面４
６の開口部の左右両側には段差４７が形成される。段差４７の高さはシャッタ装置の高さ
に等しく、壁面４６とスラット４２の表面とは同一平面内に配置される。この図１８には
、案内レール４１の断面図も示されている。案内レール４１の断面形状は左右対称である
。案内レール４１には、その内部に長手方向に伸びる一条の主ローラ案内通路４８と、二
条の副ローラ案内通路４９が形成される。主ローラ案内通路４８は、案内レール４１の中
央部にかつ奥側に形成され、二条の副ローラ案内通路４９は、案内レール４１の左右両側
にかつ手前側に形成される。主ローラ案内通路４８には、ブラケット４３の主ローラ５６
が転がり運動可能に収容され、副ローラ案内通路４９にはブラケット４３の副ローラ５７
が転がり運動可能に収容される。案内レール４１の断面図において、主ローラ５６の自転
軸と副ローラ５７の自転軸とは直交している。これにより、ブラケット４３が案内レール
４１に沿って移動するとき、がたが生じることがない。
【００４９】
　図１９は、案内レール４１の側面図を示す。案内レール４１は、開口部に配置され、垂
直方向に直線状に伸びる開口部区間４１ａと、天井裏内に配置され、開口部区間４１ａの
上端から垂直方向に伸びると共に、折れ曲がった後、二股に分かれて水平方向に伸びる繋
ぎ区間４１ｂと、天井裏内に配置され、繋ぎ区間４１ｂの一端に接続される収納部区間４
１ｃとに分けられる。収納部区間４１ｃにおいて、案内レール４１は二股に分岐した状態
で水平方向に直線状に伸びる。案内レール４１を二股に分岐させたのは、スラット４２を
平行に配列した状態で収納するためである。
【００５０】
　図２０は、案内レール４１及びブラケット４３の分解斜視図を示す。案内レール４１は
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、シャッタ装置の正面からみて、開口部区間４１ａにおいて、スラット４２の両端部の後
方に配置される（図１６参照）。その一方、案内レール４１は、収納部区間４１ｃにおい
て、スラット４２の長手方向の側方に配置される（図１７参照）。これを実現するために
、この実施形態の案内レール４１は、繋ぎ区間４１ｂにおいて９０度ねじれている。図２
１は、ねじれた繋ぎ区間４１ｂの案内レール４１の断面形状の変化を示す。図２１（Ｃ）
に示されるように、スラット４２の後方に配置される案内レール４１が、ねじれることに
よって、図２１（Ｂ），（Ａ）に示されるように、除々にスラット４２の長手方向の側方
に位置するようになる。案内レール４１から見れば、案内レール４１の内側にスラット４
２が入ってくることになる。案内レール４１のねじれの回転中心は、スラット４２の背面
に取り付けたブラケット４３のヒンジ軸５２である。
【００５１】
　図２０に示されるように、案内レール４１はねじられた後、二股に分岐する。もともと
一条の主ローラ案内通路４８は、案内レール４１の分岐に伴って二条の主ローラ案内通路
４８ａ，４８ｂに分岐する。もともと二条の副ローラ案内通路４９は、並列に並んだ状態
から繋ぎ区間４１ｂにおいて二股に分岐し、収納部区間４１ｃにおいて二股に分岐した状
態で直線状に伸びる。なお、この実施形態では、収納部区間４１ｃにおいて、二股に分岐
した案内レール４１の形状を揃えるために、二股に分岐した案内レール４１のそれぞれに
二条の副ローラ案内通路が形成されているが、繋ぎ区間４１ｂの副ローラ案内通路４９に
接続されるのは二条の副ローラ案内通路のうちの片側のみである。繋ぎ区間４１ｂでの案
内レール４１は、ねじられ、かつ分岐されるので、全体が複数の分割ピースに分割される
。分割ピースは止め金具５３で連結される。
【００５２】
　ブラケット４３は、スラット４２が取り付けられるブラケット本体５４と、案内レール
４１の長手方向に位置を異ならせてブラケット本体５４に結合される二つの案内レール係
合部５５と、を有する。二つの案内レール係合部５５の一方が二条の副ローラ案内通路４
９の一方に案内され、二つの案内レール係合部５５の他方が二条の副ローラ案内通路４９
の他方に案内される。そして、収納部区間４１ｃにおいて分岐した二つの案内レール４１
のうち、上側の案内レール４１に上側の案内レール係合部５５が案内され、下側の案内レ
ール４１に下側の案内レール係合部５５が案内される。
【００５３】
　案内レール係合部５５は、ヒンジを介してブラケット本体５４に結合される。案内レー
ル係合部５５は、案内レール４１の主ローラ案内通路４８に挿入される主ローラ５６と、
二条の副ローラ案内通路４９の一方に収容される副ローラ５７と、を有する。主ローラ５
６はヒンジ片５９から突出させた主ローラ支持軸６０に結合される。主ローラ５６はこの
主ローラ支持軸６０を中心にして回転する。副ローラ５７は主ローラ支持軸６０にＬ字形
状のアーム５８を介して連結され、主ローラ支持軸６０の回りを旋回（公転）する。
【００５４】
　ブラケット本体５４には、雌ねじ６１が加工される。スラット４２の、ブラケット本体
５４の雌ねじ６１に対応する位置には貫通孔６２が加工される。スラット４２の貫通孔６
２に止めねじ６３を通し、止めねじ６３をブラケット本体５４の雌ねじ６１に嵌め込むこ
とで、スラット４２をブラケット本体５４の取付け面に取り付けることができる。ブラケ
ット本体５４からスラット４２を取り外すときは、止めねじ６３をブラケット本体５４か
ら取り外せばよい。ブラケット本体５４へのスラット４２の着脱は、ブラケット４３を案
内レール４１に装着したまま行うことができる。スラット４２が取り付けられるブラケッ
ト本体５４の取付け面６５は、案内レール４１よりもシャッタ装置の正面側にはみ出す。
【００５５】
　スラットが上昇すると、ブラケット４３が開口部区間４１ａから繋ぎ区間４１ｂに移行
する。繋ぎ区間４１ｂはねじれているので、図２１に示されるように、案内レール４１の
ねじれに対応するように、案内レール係合部５５はヒンジ軸５２を中心にヒンジ片５９が
開くように回転する。最終的には、ヒンジ片５９は９０度回転する。図２２は、ねじれた
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繋ぎ区間を移動する案内レール係合部５５を示す。ねじれた案内レール４１に対応して、
案内レール係合部５５がヒンジ軸５２を中心に回転しているのがわかる。
【００５６】
　図２３は、さらにスラット４２が繋ぎ区間４１ｂを上昇した状態を示す。繋ぎ区間４１
ｂの案内レール４１はねじれた後、二股に分岐する。分岐した二条の副ローラ案内通路４
９のうち、上側の副ローラ案内通路４９に上側の案内レール係合部５５の副ローラ５７が
導かれ、下側の副ローラ案内通路４９に下側の案内レール係合部５５の副ローラ５７が導
かれる。このように、副ローラ５７は分岐後にどちらの副ローラ案内通路４９に導かれる
かが決まっている。主ローラ５６は、分岐点において副ローラ５７に引っ張られて二条に
分岐した主ローラ案内通路４８のいずれか一方に導かれる。
【００５７】
　繋ぎ区間４１ｂの案内レールは分岐後に折れ曲がっているので、これに対応できるよう
に、副ローラ５７は主ローラ支持軸６０を中心にして旋回する。図２４は収納部区間４１
ｃの垂直断面図を示す。図１８の水平断面図に示されるように、開口部区間４１ａにおい
ては、副ローラ５７の自転軸と主ローラ５６の自転軸は水平面内に配置される。一方、図
２４に示されるように、収納部区間４１ｃにおいては、アーム５８が首を振って副ローラ
５７が９０度旋回するので、副ローラ５７の自転軸と主ローラ５６の自転軸が垂直面内に
配置される。
【００５８】
　図２５は、案内レール４１の収納部区間４１ｃに収納された複数枚のスラット４２を、
シャッタ装置の背面側からみた斜視図である。収納部区間４１ｃにおいて、上側の案内レ
ール係合部５５が上側の案内レール４１に案内され、下側の案内レール係合部５５が下側
の案内レール４１に案内される。そして、複数枚のスラット４２は平行に配列される。ま
た、ヒンジ片は９０度開いていて、スラット４２は一対の案内レール４１の内側に挟まれ
る。
【００５９】
　この実施形態でも、シャッタ装置のスラットを手動により作動させても、電動により作
動させてもよい。手動により作動させる場合、複数枚のスラット４２の一枚一枚を持って
上昇又は下降させれば、開口部を開閉することができる。スラット４２を電動により作動
させる方法としては、案内レールに沿ってラックを設け、ラックに噛合するピニオンをブ
ラケットに取り付け、電動モータによりピニオンを回転させ、ラックアンドピニオン機構
によりブラケットを上昇又は下降させる方法が考えられる。この電動モータ・ピニオンは
、全てのブラケット４３に設けられてもよいし、最上端と最下端のブラケット４３のみに
設けてもよい。最上端と最下端のブラケット４３のみに電動モータ・ピニオンを設ける場
合、最下端のブラケット４３に取り付けた駆動機構が全体を押し上げることになるし、複
数枚のスラット４２を下降させるときは、最上端のブラケット４３に取り付けた駆動機構
が全体を押し下げることになる。複数枚のスラットを上昇させるときでも下降させるとき
でも、電動モータを同期させる必要がある。この他にも、例えば最下部のスラットにチェ
ーン又はワイヤの一端を連結させて、電動モータによりチェーン又はワイヤを引き上げた
り、引き下げたりする機構も採用できる。
【００６０】
　図２６ないし図２９は、本発明の第四の実施形態におけるシャッタ装置を示す。図２６
及び図２７は、シャッタ装置の斜視図を示し、図２８及び図２９は、シャッタ装置の正面
図を示す。図２６及び図２８は、複数枚のスラット７２が案内レール７１の下端側の開口
部区間７１ａに移動して開口部が閉じられた状態を示し、図２７及び図２９は、複数枚の
スラット７２が案内レール７１の上端側の収納部区間７１ｃに移動して開口部が開けられ
た状態を示す。この実施形態でも、第三の実施形態のシャッタ装置と同様に、スラット７
２が収納部区間７１ｃに移動したとき、複数枚のスラット７２が互いに平行に並んだ状態
で収納される。
【００６１】



(13) JP 4778971 B2 2011.9.21

10

20

30

40

50

　図２６及び図２７に示されるように、この実施形態のシャッタ装置は、互いに平行に伸
びる一対の案内レール７１と、一対の案内レール７１に沿って移動するブラケット７３と
、一対の案内レール７１間に掛け渡され、複数のブラケット７３に支持される複数枚のス
ラット７２と、を備える。複数枚のスラット７２は互いに連結されていない。
【００６２】
　図２８に示されるように、複数枚のスラット７２が案内レール７１の下端側の開口部区
間７１ａに移動したとき、案内レール７１はスラット７２の両端部の後方に隠れる。この
開口部区間７１ａにおいて、一対の案内レール７１の内法は、スラット７２の長手方向の
長さよりも短い。その一方、図２９に示されるように、複数枚のスラット７２が収納部区
間７１ｃに移動したとき、複数枚のスラット７２は一対の案内レール７１間に挟まれる。
この収納部区間７１ｃにおいて、一対の案内レール７１の内法は、スラット７２の長さ方
向の長さよりも長い。スラット７２の長手方向の長さは一定であるから、収納部区間７１
ｃにおける一対の案内レール７１の内法は、開口部区間７１ａにおける一対の案内レール
７１の内法よりも大きい。
【００６３】
　図３０は、案内レール７１の側面図を示す。案内レール７１は、垂直方向に直線状に伸
びる開口部区間７１ａと、開口部区間７１ａの上端から垂直方向に伸びると共に、折れ曲
がった後、二股に分かれて水平方向に伸びる繋ぎ区間７１ｂと、繋ぎ区間７１ｂの一端に
接続される収納部区間７１ｃとに分けられる。収納部区間７１ｃにおいて、案内レール７
１は二股に分岐した状態で水平方向に直線状に伸びる。収納部区間７１ｃにおいて、案内
レール７１を二股に分岐させたのは、スラット７２を平行に配列した状態で収納するため
である。
【００６４】
　図３１は、案内レール７１の断面図を示す。案内レール７１の断面形状は中心線を境に
して左右対称である。案内レール７１には、その内部に長手方向に伸びる一条の主ローラ
案内通路７７と、二条の副ローラ案内通路７８が形成される。ブラケット７３側からみて
、主ローラ案内通路７７は、案内レール７１の中央部にかつ奥側に形成され、二条の副ロ
ーラ案内通路７８は、案内レール４１の左右両側にかつ手前側に形成される。主ローラ案
内通路７７には、後述するブラケット７３の主ローラ７９が転がり運動可能に収容され、
副ローラ案内通路７８にはブラケット７３の副ローラ８０が転がり運動可能に収容される
。案内レール７１の断面図において、主ローラ７９の自転軸と副ローラ８０の自転軸とは
直交している。
【００６５】
　上述したように、収納部区間７１ｃにおける一対の案内レール７１の内法は、開口部区
間７１ａにおける一対の案内レール７１の内法よりも大きい。そして、案内レール７１は
、シャッタ装置の正面からみて、開口部区間７１ａにおいて、スラット７２の両端部の後
方に配置される（図２８参照）。その一方、案内レール７１は、収納部区間７１ｃにおい
て、スラット７２の長手方向の側方に配置される（図２９参照）。これを実現するために
、上記第三の実施形態のシャッタ装置では、案内レールを繋ぎ区間において９０度ねじっ
た。しかし、この実施形態のシャッタ装置では、案内レール７１を繋ぎ区間７１ｂにおい
て、ねじることなく、開口部区間７１ａから収納部区間７１ｃに向かって徐々に一対の案
内レール７１の内法を大きくしている。
【００６６】
　図２６に示されように、案内レール７１は繋ぎ区間７１ｂにおいて内法を広げた後、二
股に分岐する。図３０に示されるように、もともと一条の主ローラ案内通路７７は、案内
レール７１の分岐に伴って二条の主ローラ案内通路７７に分岐する。もともと二条の副ロ
ーラ案内通路７８は、並列に並んだ状態から繋ぎ区間７１ｂにおいて二股に分岐し、収納
部区間７１ｃにおいて二股に分岐した状態で直線状に伸びる。繋ぎ区間７１ｂでの案内レ
ール７１は、ねじられ、かつ分岐するので、全体が複数の分割ピースに分割される。
【００６７】
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　図３２は、ブラケット７３の分解斜視図を示す。ブラケット７３は、スラット７２が取
り付けられるブラケット本体８１と、案内レール７１の長手方向に位置を異ならせてブラ
ケット本体８１に結合される二つの案内レール係合部８２と、を有する。二つの案内レー
ル係合部８２の一方が二条の副ローラ案内通路７８の一方に案内され、二つの案内レール
係合部８２の他方が二条の副ローラ案内通路７８の他方に案内される。
【００６８】
　案内レール係合部８２は、ブラケット本体８１に回転可能に組み付けられる円盤状の回
転体８３と、回転体８３に一軸方向にスライド可能に組みつけられるスライド体８４と、
スライド体８４の端部の主ローラ支持軸８５に結合される主ローラ７９と、主ローラ支持
軸８５にＬ字形状のアーム８６を介して連結される副ローラ８０と、を有する。主ローラ
７９は主ローラ支持軸８５を中心に回転する。副ローラ８０は、主ローラ支持軸８５の回
りを旋回（公転）する。アーム８６によって副ローラ８０が旋回したとしても、副ローラ
８０の自転軸は主ローラ７９の自転軸を通る。
【００６９】
　図３３は、スライド体８４の詳細図を示す。スライド体８４は半円柱形状であり、軸線
方向に伸びる断面Ｔ字型のありみぞ８８を有する。図３２に示されるように、回転体８３
にはありみぞ８８に嵌まる断面Ｔ字型の突起８９が形成される。スライド体８４は、回転
体８３の突起に案内されつつ一軸方向にスライドする。
【００７０】
　図３２に示されるように、ブラケット本体８１には、雌ねじが加工される。スラット７
２の、ブラケット本体８１の雌ねじに対応する位置には貫通孔９０が加工される。スラッ
ト７２の貫通孔９０に止めねじ９１を通し、止めねじ９１をブラケット本体８１の雌ねじ
に嵌め込むことで、スラット７２をブラケット本体８１の取付け面に取り付けることがで
きる。ブラケット本体８１からスラット７２を取り外すときは、止めねじ９１をブラケッ
ト本体８１から取り外せばよい。ブラケット７３へのスラット７２の着脱は、ブラケット
７３を案内レール７１に装着したまま行うことができる。図３１に示されるように、ブラ
ケット本体８１の取付け面９２は、案内レール７１よりもシャッタ装置の正面側にはみ出
る。
【００７１】
　図３４は、繋ぎ区間７１ｂの案内レール７１を移動するブラケット７３の形状の変化を
示す。案内レール係合部８２の主ローラ７９は、案内レール７１の主ローラ案内通路７７
に挿入され、副ローラ８０は二条の副ローラ案内通路７８の一方に挿入される。図３４（
Ｃ）に示されるように、スラット７２が案内レール７１の開口部区間７１ａを移動してい
るときは、スライド体８４はスラット７２の内方（図中右方向）に移動している。スラッ
ト７２が上昇し、図３４（Ｂ）に示される繋ぎ区間７１ｂに入ると、上述したように一対
の案内レール７１の内法が除々に長くなるので、図３４（Ａ）に示されるように、案内レ
ール７１がスラット７２から離間しようとする。案内レール７１には主ローラ７９及び副
ローラ８０が挿入されているので、案内レール７１に引っ張られて、スライド体８４が案
内レール７１側（図中左方向）にスライドする。
【００７２】
　図３５及び図３６は、案内レール７１に沿うブラケット７３の移動を示す。図３５（Ａ
）に示されるように、スラット７２が案内レール７１の開口部区間７１ａに位置するとき
は、上下二つのスライド体８４は平行を保ち、最も内側（図中左方向）に位置する。図３
５（Ｂ）に示されるように、スラット７２が繋ぎ区間７１ｂに移動すると、上側のスライ
ド体８４は広がった案内レール７１によって、案内レール７１側に引っ張られる。案内レ
ール７１は傾いているので、案内レール７１に対して直交しようとするスライド体８４も
傾く。スライド体８４の回転は回転体８３によって案内される。図３６（Ａ）に示される
ように、さらにスラット７２が上昇すると、上側のスライド体８４は最も案内レール７１
側に移動し、分岐位置の手前まで移動する。ここでは、案内レール７１は傾いていないの
で、スライド体８４も水平を保つ。下側のスライド体８４は徐々に案内レール７１側に移
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動すると共に、傾いたレールにしたがって傾く。図３６（Ｂ）に示されるように、スラッ
ト７２がさらに上昇すると、上側の案内レール係合部８２の主ローラ７９は副ローラ８０
が上側の副ローラ案内通路７８に導かれるのにしたがって、上側の主ローラ案内通路７７
に導かれる。一方、下側の案内レール係合部８２の主ローラ７９は副ローラ８０が下側の
副ローラ案内通路７８に導かれるのにしたがって、下側の主ローラ案内通路７７に導かれ
る。図３６（Ｃ）に示されるように、スラット７２が収納部区間７１ｃに移動すると、上
側の案内レール７１に上側の案内レール係合部８２が案内され、下側の案内レール７１に
下側の案内レール係合部８２が案内される。これにより、収納部区間７１ｃにおいて、複
数枚のスラット７２が平行を保つ。
【００７３】
　図３７は、案内レール７１の収納部区間７１ｃの断面図を示す。スラット７２が収納部
区間７１ｃに移動したとき、スライド体８４は最も案内レール７１側にスライドし、上下
二つのスライド体８４は平行を保つ。収納部区間７１ｃにおいては、アーム８６が首を振
って副ローラ８０が９０度旋回するので、副ローラ８０の自転軸と主ローラ７９の自転軸
が垂直面内に配置される。この実施形態でも、シャッタ装置のスラット７２を手動により
作動させても、電動により作動させてもよい。
【００７４】
　なお、本発明は上記実施形態に限られることなく、本発明の要旨を変更しない範囲で種
々変更が可能である。例えば、上記実施形態では、案内レールを垂直方向に伸びるように
配置し、複数枚のスラットを縦方向（垂直方向）に移動させて開口部を開閉している。し
かし、案内レールを水平方向に伸びるように配置し、複数枚のスラットを横方向（水平方
向）に移動させて開口部を開閉してもよい。この場合、案内レールを一対設けなくても、
上側のみにすることも考えられる。また、案内レールはシャッタ装置の正面側からみて背
面側に折れ曲がっていても、正面側に折れ曲がっていてもよい。
【００７５】
　本明細書は、２００６年９月１２日出願の特願２００６－２４６４６２に基づく。この
内容はすべてここに含めておく。
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